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〖侵入盗〗（空き巣・忍び込み・居空き） 

被害にあわないために出来る防犯 

対策をしましょう。 

 

〘目〙 
〇 防犯カメラ 

〇 住民の目 

〇 録画機能付きインターフォン 

〘音〙  

〇 防犯砂利を敷く 

〇 ドアや窓にセンサーや 

警報器をつける 

  

〘光〙  

〇 玄関や駐車場、死角に 

センサーライトをつける 

 

〘時 間〙  

 〇 補助錠を取り付ける 

 〇 窓に防犯フィルムを 

貼る 

 〇 外に足場になるよう 

な物を置かない 

 

〖万引き〗 
● 万引きは窃盗罪（１０年以下の懲役また 

は、５０万円以下の罰金） 

● 他人が万引きをするの 

を見張ったり、万引きをし 

た品物と知って受け取る 

行為も犯罪です 

地地域域安安全全ニニュューースス  瑞穂･本巣･北方地区 

防犯協会 

TEL/FAX３２３－６６３６      

北方警察署生活安全課 

TEL ３２４－０１１０ 

 

 
みんなで つくろう 安心の街 

 

〖自動車盗〗 
〇 短時間でも必ずドアロックをする 

〇 盗難防止装置を 

車体につける 

〇 ハンドルやタイヤ 

 固定装置などで物 

 理的に移動させな 

 いようにする 

  

毎月２０日は地域安全の日 

◎暴力団排除の徹底 ～振り込め詐欺の「受け子」にならないために～ 

もうかるよ いい話には うらがある 
北方町 髙橋 美月さん 

〖自転車盗〗 
〇 ツーロックを習慣に 

 する 

〇 わずかな時間でも 

必ずカギをかける 

〇 防犯登録をする 

 この運動は、地域の皆さんと関係機関、警察が連携して、地域

安全活動をさらに強化するとともに、犯罪・事故・災害など不安

のない「安全で安心して暮らせる地域社会」を実現するため

に、全国一斉に実施されるものです。 

みんなで つくろう 安心の街 
期間 ：10/1１（水）～10/20（金） 

 

 

 

※ゴミ出しなどの短い時間でも必ず鍵をかけましょう！ 

 

金賞 

《標語》 応募総数 岐阜県 ２２５点 

 高校・一般の部 県入選作品 

 

 

 

 


